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貴船園デイサービスセンターにおける地域密着型通所介護サービスについて  

 

地域密着型通所介護サービスの提供開始に当たり、下関市の条例に基づいて、

当施設があなたに説明すべき事項は次のとおりです。  

 

１ 事業者（法人名）  

事 業 者 の 名 称 恩賜財団済生会支部山口県済生会  

法 人 所 在 地 山口市緑町２番１１号  

法 人 種 別 社会福祉法人  

支  部  長  津江 和成  

電 話 番 号 ０８３－９２４－６３３８  

 

２ ご利用施設  

名 称 貴船園 デイサービスセンター  

所 在 地 山口県下関市貴船町三丁目４番１号  

管   理   者  萩原 耕太郎  

電 話 番 号 ０８３－２２３－０２６５  

ファクシミリ番号 ０８３－２２３－０２７１  

 

３ ご利用施設であわせて実施する事業  

事業の種類  
下関市の指定事業所  利用  

定数  指定年月日  指定番号  

施設  
ユニット型  

介護福祉施設  
平成 18 年 4 月 1 日  3570102198 100 名  

居宅  

併設型ユニット型  

短期入所生活介護  

介護予防短期入所生活介護  

平成 18 年 4 月 1 日  3570102198 ２０名  

地域密着型通所介護  

第１号通所事業  

平成 29 年 4 月 1 日  

平成 29 年 4 月 1 日  

3590109066 

3570102644 
１８名  

訪問介護  

第１号訪問事業  

平成 18 年 4 月 1 日  

平成 29 年 4 月 1 日  
3570102578  

居宅介護支援事業  平成 18 年 4 月 1 日  3570102602  
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４ 事業の目的と運営の方針  

施設の目的  
 要介護状態にある高齢者に対し、適正な地域密着型通所介護

サービスを提供することを目的とする。  

運営の方針  

日常生活上の必要な世話及び機能訓練を行うことにより利用

者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の

家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。  

 

５ 職員体制（地域密着型通所介護 職員）  

職種  資格 常勤 非常勤 業務内容 人員 

管理者    1 名  従業員の管理及び業務の管理を一元

的に行い、従業員に対し、指揮命令を

行う。 

1 名 

事務職員    5 名  必要な事務を行う。  5 名 

生活相談員  社会福祉士  

介護福祉士  

介 護 支 援 専

門員  

3 名（介護職

員と兼務）  

 

１名（事務職員と兼

務）  

利用者及び家族の必要な相談に応じ

るとともに、適切なサービスが手供され

るよう、センター内のサービスの調整、

居宅介護支援事業所等他の機関との

連携を図る。 

4 名 

介護職員  社会福祉士  

介護福祉士  

介 護 支 援 専

門員  

3 名（生活相

談員と兼務）  

 

2 名（専従）  

3 名（看護職員と兼

務）  

 

指定地域密着型通所介護、指定第１

号通所事業の提供に当たり利用者

の心身の状況等を的確に把握し、利

用者に対し適切な介助を行う。  

8 名 

機能訓練指導員  作業療法士  

 

 1 名（専従）  

 

日常生活に必要な機能の減退を予

防・防止のための機能訓練等を行う。  

1 名 

看護職員  看護師   4 名（介護職員と兼

務）  

健康チェック等、利用者の健康状態を

的確に把握、必要時に医療的処置を

行う。 

4 名 

栄養士  管理栄養士  

栄養士  

 2 名（専従）  利用者の栄養に対する相談･助言を

行う。  

2 名  

運転手    2 名（専従）  障害の程度 、地理的条件等に合わ

せ、専用車両により送迎を行う。 

2 名 
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６ 営業日  

 

 

７ 通常の事業の実施地域 

  旧下関市の区域（離島は除く）  

 

８ 緊急時の対応方法 

指定地域密着型通所介護従事者は、現に指定地域密着型通所介護の提供を行っ

ているときに、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに

主治医或いは協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管

理者に報告を行うものとします。  

名 称 柏村医院  

院 長 名 佐伯 一成  

所 在 地 山口県下関市長府松小田本町 5-12 

電 話 番 号 ０８３－２４８－５３３３  

 

 

９ 指定地域密着型通所介護の内容 

 指定地域密着型通所介護の内容は、次のとおりです。 

一  日常生活上の援助 

日常生活動作能力に応じて、必要な介助を行います。 

    ア 排泄の介助 

    イ 移動の介助 

    ウ 通院の介助等その他必要な身体の介助 

    エ 養護（休養） 

 

二  機能訓練 

利用者が日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練並び

に利用者の心身の活性化を図るための各種サービス（アクティビティ・サービ

ス）を提供します。 

ア 日常生活動作に関する訓練 

イ レクリエーション（アクティビティ・サービス） 

ウ グループワーク 

エ 行事的活動 

営 業 日  月曜日～土曜日、（12 月 31 日～１月３日までを除く）  

営業時間  ８：３０～１７：３０  

サービス提供時間  ９：３０～１６：４０  

時間延長  実施していない  
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オ 体操 

カ 趣味活動 

 

三  健康状態の確認 

   

四  送迎サービス 

障害の程度、地理的条件等により送迎を必要とする利用者については専用車

両により送迎を行います。また、必要に応じて送迎車両への昇降及び移動の介

助を行います。 

 

五  入浴サービス 

    居宅における入浴が困難な利用者に対して、必要な入浴サービスを提供し

ます。 

・  入浴形態 

ア 一般浴槽による入浴 

イ 特殊浴槽による入浴 

・  介助の種類（必要に応じて行う） 

ア 衣類の着脱 

イ 身体の清拭、洗髪、洗身 

ウ その他必要な介助 

 

六 食事サービス 

ア 準備、後始末の介助 

イ 食事の摂取の介助 

ウ その他必要な食事の介助 

エ 調理 

七 相談、助言等に関すること 

      利用者及び家族の日常生活における介護等に関する相談及び助言を行いま

す。 

ア 日常生活動作に関する訓練の相談、助言 

イ 福祉用具の利用方法の相談、助言 

ウ 住宅改修に関する情報提供 

エ その他必要な相談、助言 

八 口腔機能の向上 

   必要に応じ口腔ケアに関する相談及び助言を行います。 

 

 

 

10 サービス利用にあたっての留意事項 
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 指定地域密着型通所介護サービスを受けられる際は、次の各号に掲げる事項

についてご同意していただけるように説明を行います。 

一 被保険者証の提示 

 

二 緊急連絡先等の必要事項を記載した書類の提出 

  

三 利用料その他の費用の支払い 

 

 四 欠席する場合の連絡 

 

 五 その他 所持品に対する注意事項 

 

11 その他運営に関する重要事項 

その他運営に関する重要事項は、主として次の各号に掲げる事項とします。 

一 従事者の質の向上を図るため、次のとおり研修の機会を設けています。 

ア 採用時研修 採用後１ヶ月以内 

イ 階層別研修 随時 

 

二 従事者等は、その勤務中常に身分を証明する証票を携行し、利用者または

家族から求められた時は、これを提示します。 

 

三 居宅介護支援事業者またはその従事者に対し、利用者に対して特定の事業

者によるサービスを利用させることの代償として、金品その他の財産上の利

益を供与しません。 

 

四 利用定員を超えて地域密着型通所介護サービスの提供は行いません。 

 

五 従事者及び従事者であった者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た

利用者またはその家族の秘密を漏らしません。 

 

六 運営規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は法人とセンターの

管理者との協議に基づいて定めるものとします。 

 

 

 

 

 

 

12 事故発生時の対応 
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 利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供により事故が発生した場合は、

市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を

行うとともに、必要な措置を講じます。  

利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供により賠償すべき事故が発生

した場合は、損害賠償を速やかに行います。  

事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じます。 

 

13 非常災害対策 

   事業者は、非常災害その他緊急の事態に備え、必要な設備を備えるととも

に、常に関係機関と連絡を密にし、とるべき措置についてあらかじめ消防計

画を作成し、消防計画に基づき、従業者の訓練を行います。  

 

14 虐待の防止について 

当施設は、利用者の尊厳維持、虐待の未然の防止、早期発見等の為、次の措

置を講じます。 

（1）  虐待の防止に係る責任者を選定します。 

責任者 【役職】所長  【氏名】萩原 耕太郎 

（2）  虐待の防止のための従業者に対する研修を年２回以上実施します。 

（3）  虐待の防止のための指針を整備します。 

（4）  虐待の防止のための対策を検討する委員会を年４回開催します。 

 また当施設は、虐待又は虐待を疑われる事案が発生した場合は、速やかに市

へ通報します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 利用料 



-  - 8 

  地域単価（その他）      １単位：１０円  

   

     所要時間 6 時間以上 7 時間未満：  

要介護１  678 単位、 要介護２  801 単位、要介護３ 925 単位 

要介護４ 1,049 単位、 要介護５ 1,172 単位    

     所要時間 7 時間以上 8 時間未満  

要介護１  753 単位、要介護２  890 単位、要介護３  1,032 単位

要介護４ 1,172 単位、要介護５ 1,312 単位                  

   加算要素   入浴介助加算（Ⅰ）      40 単位  

         個別機能訓練加算（Ⅰ）イ   56 単位  

         科学的介護推進体制加算    40 単位  

         若年性認知症利用者受入加算  60 単位  

         サービス提供体制強化加算（Ⅲ）6 単位  

         介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）イ  1 月あたりの所定単位数に 11.5%を  

乗じたもの  

           

送迎減算 －４７単位（片道） 利用者に対して、居宅と事業所と  

の間の送迎を行わない場合  

         ※上記加算項目のうち、該当するものに関しては料金が発生します。 

  ○法定代理受領サービスの場合は利用者の負担は１割の額（一定額以上所得

者の場合は２割または 3 割）となります。  

  介護保険外    食費 700 円  

※  令和８年８月より 800 円に改定  

 

おむつ代等 事業所の所有するおむつを提供した場合は実費  

 

ア 利用者負担金の減免について  

    下記の要件にて、施設サービスに係る利用者負担金の減免（社会福祉法

人等による生計困難者に対する利用料負担の減免等について）を受けるこ

とができますので、対象の方はご相談ください。（ただし、山口県外の被保

険者は除く）  

 

   (ｱ) 対象者の要件  

     市町村民税世帯非課税者であって、次の要件の全てを満たす方のうち、

その方の収入や世帯状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難

であると市町村が認めた方。  

    ａ 年間収入が１５０万円、世帯員が１人増えるごとに５０万円を加算

した額以下であること  

    ｂ 預貯金等の額が単身世帯で３５０万円、世帯員が１人増えるごとに
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１００万円を加算した額以下であること  

    ｃ 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと  

    ｄ 負担能力のある親族等に扶養されていないこと  

    ｅ 介護保険料を滞納していないこと  

      

   (ｲ) 減額割合  

     減額割合は介護サービス費・食費についてはそれぞれ２５％（利用者

負担第１段階の方は介護サービス費・食費についてはそれぞれ５０％）

を原則とします。  

 

   (ウ) 対象となる費用  

     指定地域密着型通所介護サービスにおける通所サービス費及びこれに

伴う食費を減額の対象とします。  

 

 

  イ 高額介護サービス費について  

   (ｱ) 対象者  

     ひと月に支払った地域密着型通所介護サービスにおける通所サービス

利用者負担額（食費は除く）が、上限額を超えた方になります。  

   (ｲ) 申請方法  

     支給申請書と領収書を市町村役場若しくは各支所に提出してください。 

 

(ｳ) 支給内容  

※「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の

合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指

します。  

16 利用料金のお支払い方法 

  銀行口座より引き落としとなっております。  

区  分  負担の上限（月額）  

課税所得 690 万円（年収約 1,160 万円）以上  140,100 円（世帯）  

課税所得 380 万円（年収約 770 万円）～課税所得 690 万円（年

収約 1,160 万円）未満  
93,000 円（世帯）  

市町村民税課税～課税所得 380 万円（年収約 770 万円）未満  44,400 円（世帯）  

 

世帯の全員が市区町村民税非課税  24,600 円（世帯）  

・前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額

の合計が 80 万円以下の方等  

24,600 円（世帯）  

15,000 円（個人）  

生活保護を受給している方等  15,000 円（個人）  
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  取引銀行はゆうちょ銀行・山口銀行・西中国信用金庫となっております。  

 

 

17 サービス内容に関する苦情等相談窓口 

①   当施設に対する意見や苦情は以下の専用窓口で受け付けます。  

   苦情解決責任者    （職名）所長  （氏名）萩 原 耕太郎  

苦情受付窓口（担当者）（職名）在宅科長（氏名）大瀬良 泰 三  

              （職名）入所科長（氏名）宇都宮 ひとみ 

電話番号 ０８３（２２３）０２６１ 

受付時間 ８：３０～１７：３０  

（土、日、祝日、年末年始を除く）  

 

②   公的機関においても、次の機関において苦情申出ができます。 

下関市福祉部介護保険課

事業者係 

所在地  下関市南部町 1 番 1 号 
電話番号 ０８３－２３１－１３７１ 
Ｆａｘ  ０８３－２３１－２７４３ 
受付日時 午前８時３０分～午後５時１５分 
（このうち、窓口対応時間は 9:00～ 16:30）

（土、日、祝日、年末年始を除く） 

山口県国民健康保険 

団体連合会 

所在地 山口市朝田 1980 番地７ 国保会館 

電話番号 ０８３－９９５－１０１０ 
Ｆａｘ  ０８３－９３４－３６６５ 
受付時間 午前 9 時 00 分～午後 5 時 00 分 

（土、日、祝日、年末年始を除く） 

山口県社会福祉協議会 

山口県福祉サービス運営

適正化委員会 

所在地  山口市大手町９番６号 
電話番号  ０８３－９２４－２８３７ 
受付時間  ８：３０～１７：１５ 

 

  ③ 苦情処理第三者委員 

公平中立な立場で苦情を受付け、相談にのっていただける委員です。 

宮井 恵美子 083－222－0483 原口 知行 090-7592-0305 

 

 

18  福祉サービス第三者評価事業 

  当園が提供するサービスの質を、当事者以外の第三者（評価機関）が、専門

的かつ客観的な立場から評価するものです。  

  実施なし  

 

 

地域密着型通所介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の

説明を行いました。  



-  - 11 

済生会貴船福祉ケアセンター 貴船園デイサービスセンター  

説明者職名        生活相談員  

説明者氏名        山本 里沙  

 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、地域密着型通所介

護サービスの提供開始に同意し、本書面を受領しました。  

 

令和  年  月  日  

 

（利用者） 

 住  所 〒         

                                        

 氏  名                      

 電話番号 （     ）      ―        

 

 

 

（利用者代筆者） 

本人との関係      

 住  所 〒   -      

                                       

 氏  名                    

 電話番号 （     ）      ―         

 

 

 

 

個人情報保護方針 
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個人情報に関する基本方針 

社会福祉法人恩賜
財団済生会支部山口県済生会 済生会貴船福祉ケアセンター(以下、

｢センター｣という)は、利用者等の個人情報を適切に取り扱うことは、介護サービ

スに携わるものの重大な責務と考えます。園が保有する利用者等の個人情報に関

し適正かつ適切な取扱いに努力するとともに、広く社会からの信頼を得るために、

自主的なルール及び体制を確立し、個人情報に関連する法令その他関係法令及び

厚生労働省のガイドラインを遵守し、個人情報の保護を図ることをここに宣言し

ます。 

記 

１ 個人情報の適切な取得、管理、利用、開示、委託 

① 個人情報の取得にあたり、利用目的を明示した上で、必要な範囲の情報を

取得し、利用目的を通知または公表し、その範囲内で利用します。 

② 個人情報の取得･利用･第三者提供にあたり、本人の同意を得ることとしま

す。 

③ センターが委託をする医療･介護関係事業者は、業務の委託に当たり、個人

情報保護法と厚生労働省ガイドラインの趣旨を理解し、それに沿った対応を

行う事業者を選定し、かつ個人情報に係る契約を締結した上で情報提供し、

委託先への適切な監督をします 

 

２ 個人情報の安全性確保の措置 

① センターは、個人情報保護の取り組みを全役職員等に周知徹底させるため

に、個人情報に関する規則類を整備し、必要な教育を継続的に行います。 

② 個人情報への不正アクセス、個人情報の漏えい、滅失、またはき損の予防

及び是正のため、センター内において規則類を整備し、安全対策に努めます。 

 

３ 個人情報の開示･訂正･更新･利用停止･削除、第三者提供の停止等への対応  

  センターは、本人が自己の個人情報について、開示･訂正･更新･利用停止･削

除、第三者提供の停止等の申し出がある場合には、速やかに対応します。これ

らを希望される場合には、個人情報相談窓口までお問い合わせください。 

 

４ 苦情の対応 

  センターは、個人情報取扱に関する苦情に対し、適切かつ迅速な対応に努め

ます。 

 

令和５年 ４月 １日   
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社会福祉法人
恩賜

財団済生会支部山口県済生会  

済生会貴船福祉ケアセンター  

所 長  萩原 耕太郎  

 

 

 

個人情報の利用目的 

個人情報の利用目的 社会福祉法人恩賜
財団済生会支部山口県済生会 済生会貴船福

祉ケアセンターでは、個人情報保護法及び利用者の権利と尊厳を守り安全管理に

配慮する｢個人情報に関する基本方針｣の下、ここに利用者の「個人情報の利用目

的｣を公表します。 

 

【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】 

１ 施設内部での利用目的 

 ① 施設が利用者等に提供する介護サービス 

 ② 介護保険事務 

 ③ 介護サービスの利用にかかる施設の管理運営業務のうち次のもの 

  ・ 入退所等の管理 

  ・ 会計、経理 

  ・ 介護事故、緊急時等の報告 

  ・ 当該利用者の介護･医療サービスの向上 

 

２ 他の介護事業者等への情報提供を伴う利用目的 

 ① 施設が利用者等に提供する介護サービスのうち 

  ・ 利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支

援事業所等との連携(サービス担当者会議等)、照会への回答 

  ・ その他の業務委託 

  ・ 利用者の診療等に当たり、外部の医師の意見･助言を求める場合 

  ・ 家族等への心身の状況説明 

 ② 介護保険事務のうち･ 保険事務の委託(一部委託含む) 

  ・ 審査支払い機関へのレセプトの提出 

  ・ 審査支払い機関又は保険者からの照会への回答 

 ③ 損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

 

 

【前記以外の利用目的】 

１ 施設内部での利用に係る利用目的 
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 ① 施設の管理運営業務のうち次のもの 

  ・ 介護サービスや業務の維持･改善の基礎資料 

  ・ 施設等において行われる学生等の実習への協力 

  ・ 施設において行われる事例研究等 

  ・ 広報活動において行われる写真の掲載等 

 

２ 他の事業者等への情報提供に係る利用目的 

 ① 施設の管理運営業務のうち 

  ・ 外部監査機関、評価機関等への情報提供 

   なお、あらかじめ利用者本人の同意を得ないで、利用目的の必要な範囲を

超えて個人情報を取り扱うことはいたしません。 

 

令和 ５年 ４月 １日   

 

社会福祉法人
恩賜

財団済生会支部山口県済生会  

済生会貴船福祉ケアセンター  

所 長   萩原 耕太郎  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同 意 書  
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貴船園でサービスを受けるにあたり、別紙「済生会貴船福祉ケアセンター 個

人情報保護方針」の内容に添って、居宅介護支援事業者、介護保険施設、主治医、

市町村又は民生・児童委員等に対し、利用者の心身の状況、介護者の状況、居宅

サービスの利用状況等の必要な個人情報の提供を求め、又は個人情報を提供する

ことに同意します。  

 

 

令和  年  月  日  

 

 

（利用者） 

氏 名                 

 

（利用者代筆者） 

氏 名                 

続 柄             

 

 

 

 

 

 

 


